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平成３０年１０月 

働き方改革関連法が、来年４月以降に年度を追って施行されていきます。「働き方改革」と「次世代育成支援」

は関連する部分も多く、働き方改革のワーク・ライフ・バランス面を中心に順次紹介してまいります。 

今回は、「年次有給休暇の取得義務化」についてご紹介いたします。 

 

 年次有給休暇の取得義務化 

 働き方改革の一環（労働基準法の改正）として、来年（平成 31年＝2019年）４月から、年１０日以上の年次 

有給休暇が付与されるすべての労働者（管理監督者も含む）に対し、時季を指定するなどして毎年５日間は年次

有給休暇を取得させることが必要となりました。 

本人の意思で、あるいは計画的付与制度などで、労働者が取得した年次有給休暇の日数分は、時季指定する必

要はありません。国は、年次有給休暇の取得促進を図るために、働き方改革の制度改正を契機として、計画的付

与制度の導入を勧めています。 

厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を推進するため、次年度の年次有給休暇の計画的付与

制度について、労使で話し合いを始める前の１０月を「年次有給休暇取得促進期間」として、積極的な広報活動

などを行い、計画的付与制度の導入促進に努めています。 

（注）「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち５日を除いた残りの日数につ 

   いて、労使協定を結ぶことによって計画的に取得日を割り振る制度です。 

 

国は「仕事休もっか計画」として、次のように計画的な年次有給休暇の取得促進をＰＲしています。 

年次有給休暇の取得促進は、ワーク・ライフ・バランスに資するものであり、次世代育成支援にもつながりま

す。 

 

 



 

 

 

 

 

 

＜個別相談の実施＞ 

次世代法に関する「行動計画の策定・届出」「認定・認証の取得」などについて、ご要望をいただければ、次

世代育成支援対策推進員（特定社会保険労務士）がお伺いして個別相談にお応えいたします。お気軽にご連絡く

ださい。                           神奈川県経営者協会 TEL 045-671-7060 


